
（２）大都市の税財政における現状と問題点

大阪市の財政は、昭和３０年代末に、シャウプ税制に起因する税収

入の伸び悩みに加え、都市問題の深刻化などによって巨額の財源不

足を生じました。

このような中で、自主的収支改善策の実施に努めるとともに、国

に対し、税財政制度の改善要望を続けながら、市民福祉の充実や都

市基盤と生活環境の整備など市民生活の向上に努めてきました。

しかしながら、昭和４８年秋の石油危機による影響とその後の低成

長経済への移行のなかで、税収入の伸び悩みと財政需要の増加など

によって多額の収支不足を生じる事態に直面しました。

その後、積極的に歳入の確保をはかる一方、歳出の節減に努めて

きており、昭和５３年度からは決算収支は改善に向かい、実質収支に

ついても、平成元年度から１８年連続してわずかながら黒字となりま

したが、多額の特別債や地方交付税に頼っている状況にあります。

（下表参照）

こうした財政状況は、景気の影響のみならず、根本的には、現行

の市町村税制が個人所得や資産への課税を中心に構成され、都市の

経済活動を反映できる税の配分が少ない仕組みとなっており、それ

がすべての市町村に画一的に適用されていることや、府県に代わっ

て広範な行政を行っているにもかかわらず、財政需要に見合った税

制上の特例措置がほとんどないことなどが大きな要因であり、地方

税中心の歳入構造とはなっていません。

－ 補てん財源等の推移 －

元決
（１９８９）

２決
（１９９０）

３決
（１９９１）

４決
（１９９２）

５決
（１９９３）

６決
（１９９４）

７決
（１９９５）

８決
（１９９６）

９決
（１９９７）

１０決
（１９９８）

１１決
（１９９９）

１２決
（２０００）

１３決
（２００１）

１４決
（２００２）

１５決
（２００３）

１６決
（２００４）

１７決
（２００５）

１８決
（２００６）

１９見込
（２００７）

２０予
（２００８）

特 別 債 ４８ ４９ ４５ ２８３ ４３６ ６１９ ８３５ ５７６ ６９９ ９０５ ６６６ ３８５ （１５７）
４９４

（３６７）
８１６

（６１１）
１，０９６

（４３９）
９６３

（３３７）
６９６

（３００）
５１７

（２７３）
７４０

（２５６）
５００

地方交付税 ４６ １４ １２ １３ １２ ４８ １３４ １２８ ３８ １５２ ５８８ ７６７ ７９９ ８４４ ８０５ ７２８ ６０７ ４７２ １０８ １６０

合 計 ９４ ６３ ５７ ２９６ ４４８ ６６７ ９６９ ７０４ ７３７ １，０５７ １，２５４ １，１５２ １，２９３ １，６６０ １，９０１ １，６９１ １，３０３ ９８９ ８４８ ６６０

（単位：億円）

（注１）特別債は、地方交付税等により償還のための財源が措置される特別な起債である。
（注２）上段（ ）書数値は、臨時財政対策債で内数である。
（注３）１９年度（２００７）は、２０年（２００８）２月補正後予算、２０年度（２００８）は当初予算である。
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－財政収支状況の推移（一般会計決算）－
（単位：百万円）

（注）３５（１９６０）・３６年度（１９６１）の歳入歳出額は、下水・公営事業費を除いた実質比較数値である。

区 分

年 度
歳入額 歳出額

歳入歳出差引
決算収支
（ａ）

翌年度に繰越
すべき財源
（ｂ）

差引実質
財源不足
（ａ－ｂ）

３５（１９６０）決算 ４２，３２２ ４１，３４３ ９７９ ５１９ ４６０
３６（１９６１）決算 ５３，９２０ ５３，４１２ ５０８ ５５１ ▲ ４３
３７（１９６２）決算 ６５，４４３ ６５，３６０ ８３ ３，５４３ ▲ ３，４６０
３８（１９６３）決算 ７３，７１１ ７５，４１１ ▲ １，７００ ４，９９５ ▲ ６，６９５
３９（１９６４）決算 ８８，３１２ ８９，２７１ ▲ ９５９ ３，７９７ ▲ ４，７５６
４０（１９６５）決算 ９９，２９４ ９９，７２０ ▲ ４２６ ２，４２９ ▲ ２，８５５
４１（１９６６）決算 １２１，９５２ １２２，３１８ ▲ ３６６ １，７２３ ▲ ２，０８９
４２（１９６７）決算 １３４，３１７ １３４，６４３ ▲ ３２６ ２，９１７ ▲ ３，２４３
４３（１９６８）決算 １６４，３４２ １６４，６２０ ▲ ２７８ ２，９６９ ▲ ３，２４７
４４（１９６９）決算 ２００，６９７ ２００，９３５ ▲ ２３８ ２，６２３ ▲ ２，８６１
４５（１９７０）決算 ２２８，０５６ ２２８，２４０ ▲ １８４ ３，５０５ ▲ ３，６８９
４６（１９７１）決算 ２７１，９７４ ２７２，１６７ ▲ １９３ ３，３３５ ▲ ３，５２８
４７（１９７２）決算 ３２５，１４３ ３２５，３３２ ▲ １８９ ３，４６５ ▲ ３，６５４
４８（１９７３）決算 ４００，７０８ ４００，６２３ ８５ ４，０７３ ▲ ３，９８８
４９（１９７４）決算 ４８８，６９６ ４８８，５６１ １３５ ３，２１４ ▲ ３，０７９
５０（１９７５）決算 ５４０，４９９ ５４３，８８７ ▲ ３，３８８ １，５０７ ▲ ４，８９５
５１（１９７６）決算 ５８７，１６１ ５８９，１２９ ▲ １，９６８ １，３２３ ▲ ３，２９１
５２（１９７７）決算 ６６９，７０２ ６７０，６６９ ▲ ９６７ １，１２５ ▲ ２，０９２
５３（１９７８）決算 ７４０，６８３ ７４０，５７９ １０４ １，１２７ ▲ １，０２３
５４（１９７９）決算 ７９８，４５４ ７９８，１６８ ２８６ １，１３５ ▲ ８４９
５５（１９８０）決算 ８７０，４１０ ８６９，９９１ ４１９ １，１３５ ▲ ７１６
５６（１９８１）決算 ９１７，８１１ ９１７，３７０ ４４１ １，１２９ ▲ ６８８
５７（１９８２）決算 ９７１，５３５ ９７０，９７３ ５６２ １，１４９ ▲ ５８７
５８（１９８３）決算 ９９４，９０４ ９９４，３０６ ５９８ １，１０４ ▲ ５０６
５９（１９８４）決算 １，０３７，３０３ １，０３６，６７７ ６２６ １，１２２ ▲ ４９６
６０（１９８５）決算 １，０６３，６７７ １，０６３，０１８ ６５９ １，１４９ ▲ ４９０
６１（１９８６）決算 １，１１８，１８６ １，１１７，５０３ ６８３ １，１３５ ▲ ４５２
６２（１９８７）決算 １，２２４，２２１ １，２２３，４１１ ８１０ １，１４４ ▲ ３３４
６３（１９８８）決算 １，２７７，７４９ １，２７６，５４６ １，２０３ １，４６１ ▲ ２５８
元（１９８９）決算 １，３８９，４８４ １，３８６，６８３ ２，８０１ １，４７８ １，３２３
２（１９９０）決算 １，４５７，５０６ １，４５５，０５１ ２，４５５ １，１７４ １，２８１
３（１９９１）決算 １，５３１，１５２ １，５２８，２８８ ２，８６４ １，２５５ １，６０９
４（１９９２）決算 １，６３９，０８８ １，６３６，０４７ ３，０４１ ２，１１１ ９３０
５（１９９３）決算 １，７５７，９５４ １，７５０，９４１ ７，０１３ ６，２４３ ７７０
６（１９９４）決算 １，８０８，６９１ １，７９５，８４７ １２，８４４ １２，４１４ ４３０
７（１９９５）決算 １，９００，０３７ １，８９１，０５８ ８，９７９ ８，２５４ ７２５
８（１９９６）決算 １，８７４，３２０ １，８６０，９５２ １３，３６８ １２，４５１ ９１７
９（１９９７）決算 １，８５３，７４１ １，８４５，３３０ ８，４１１ ７，６２１ ７９０
１０（１９９８）決算 １，８７４，２１５ １，８６０，１４７ １４，０６８ １３，５４６ ５２２
１１（１９９９）決算 １，９１９，３７３ １，９１５，０９６ ４，２７７ ３，９１５ ３６２
１２（２０００）決算 １，８７８，６８９ １，８６９，９８０ ８，７０９ ８，３３３ ３７６
１３（２００１）決算 １，８８８，２９７ １，８８３，９９８ ４，２９９ ３，９８９ ３１０
１４（２００２）決算 １，８１１，０６４ １，８０８，４６３ ２，６０１ ２，３５５ ２４６
１５（２００３）決算 １，７５７，０２２ １，７５４，４１７ ２，６０５ ２，４１３ １９２
１６（２００４）決算 １，７４８，５３４ １，７４６，６８５ １，８４９ １，６２０ ２２９
１７（２００５）決算 １，６９８，６３６ １，６９７，０３９ １，５９７ １，３４３ ２５４
１８（２００６）決算 １，６０４，４７２ １，６０１，７２９ ２，７４３ ２，３７７ ３６６
１９（２００７）当初予算 １，６２６，１７８ １，６２６，１７８ ― ― ―
２０（２００８）当初予算 １，５９２，５０４ １，５９２，５０４ ― ― ―
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①歳入に占める割合が低い大阪市税

歳入に占める地方税の割合比較（普通会計）

地方分権が本格化するなか、地方公共団体が自主的・自立的な行財政運営
を行うためには、地方税の充実確保が喫緊の課題です。こうしたなか、平
成１８年度までの三位一体の改革により、所得税から個人住民税への３兆円
規模の税源移譲が実現したものの、依然として、歳入に占める地方税の割
合は５割にも満たないなど、地方税中心の歳入構造とはなっていません。
とりわけ、大阪市においては、
・現行の市町村税が、法人所得課税、消費・流通課税といった都市的税目に
乏しいため、市内の活発な経済活動が市税収入に反映されていないこと、

・事務配分の特例により府に代わって事務を行っているにもかかわらず、
それに見合った税源が措置されていないこと、

・これまでの長期にわたる地価の下落などにより固定資産税・都市計画税
が減収してきたこと、

などにより、歳入に占める市税の割合が、全国と比較してもより低い状況
にあります。

全国

４８．５

大阪市

４３．８

（注）大阪市の１９年度（２００７）・２０年度（２００８）は予算、全国の１９年度（２００７）・２０年度（２００８）は地方財

政計画である。
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②大阪市には１２．２％しか入らない市域内税収

大阪市域内税収の配分状況（平成１８年度決
（２００６）

算）

大阪市は、高密度な経済活動の場となっており、市内で納められる税は、

平成１８年度で国税、地方税合わせて約５．３兆円と非常に多額ではありま

すが、豊かな税源を充分吸収し得ない税制度のために、このうち市税と

して大阪市へ入る割合は、わずか１２．２％に過ぎません。

区 分 市域内税収額
①

還元額
②

還元率
②／①

国 税 ３兆９，１０５億円 ５，６２６億円 １４．４％

府 税 ７，７７３億円 １，４８３億円 １９．１％

計 ４兆６，８７８億円 ７，１０９億円 １５．２％

市 税 ６，５２６億円 ６，５２６億円 １００．０％

合 計 ５兆３，４０４億円 １兆３，６３５億円 ２５．５％

国 税

７３．２％（３兆９，１０５億円）

大阪府税
１４．６％（ ７，７７３億円）
大阪市税
１２．２％（ ６，５２６億円）

〔参考〕経済活動の集積状況
－経済活動の密度は、東京都区部に匹敵している－

（計５兆３，４０４億円） （注）市域面積当りの各指標について、東京都区部を１００とした
ときの指数である。

資料：事業所・企業統計（平成１８年
（２００６）

）、工業統計（平成１７年
（２００５）

）、商業

統計（平成１６年
（２００４）

）による。

◎ 国・府支出金や地方交付税・譲与税・交付金による国・府からの大阪市への還元に
ついても、大阪市域内の国・府税収入のわずか１５．２％にとどまっており、還元後の市
域内税収の大阪市への配分割合は、２５．５％にとどまっている。

�大阪市域内税収の還元額（平成１８年度
（２００６）

決算）

（注）還元額は特別会計を含む全会計ベースである。
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③都市的税目に乏しい市町村税

都市的税目の割合比較（平成１８年度
（２００６）

決算）

市町村税は、法人所得課税、消費・流通課税といった経済活動を反映で

きる都市的税目に乏しく、これが本市など大都市において増大する都市

的財政需要に市税収入が対応しきれない大きな要因となっています。

％
１００

８０．７

２１．９
３６．６８０

３８．４

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

７８．１
３５．８

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

６３．４

６０

４０

３９．７
２７．６

２０
５．２ �

�
�
�
�

１９．３１４．１

市町村税 道府県税 国 税

市町村税
８．７％

道府県税
２０．５％

国 税
７０．８％

合計
１００．０％

市町村税 １兆４８６億円
３．９％

道府県税
６兆２，６０９億円
２３．５％

国税
１９兆３，９８８億円
７２．６％

消費・流通
課税総額

２６兆７，０８３億円
１００．０％

資産課税、
個人所得課税等

消費・流通課税

法人所得課税

（注）税目の区分は、ＯＥＣＤ歳入統計の区分基準による。

法人所得課税＜実効税率＞の配分状況
（平成１９年度）
（２００７）

消費・流通課税の配分状況（平成１８年度
（２００６）

決算）

（注）１．実効税率とは、（１）法人税・法人事業税と法
人住民税で課税標準が異なること、（２）法人
事業税が損金算入されること、を調整した上
で、国と地方を合わせた法人所得に対する統
一的な税率水準を表したものである。

２．「地方法人特別税」が創設された場合、配分
状況は国税８０．９％、道府県税１０．４％、市町村
税８．７％となる。

（注）譲与税・交付金による還元後の配分状況は、
国税７０．０％、道府県税１７．４％、市町村税
１２．６％となっている。

◆国 税
法人税

◆道府県税
事業税（法人分）
道府県民税（法人分）

◆市町村税
市町村民税（法人分）

◆国 税
消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、関税など

◆道府県税
地方消費税、たばこ税、自動車税、自動車取得税、
軽油引取税など

◆市町村税
軽自動車税、たばこ税、入湯税など
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④大都市特例事務にかかる税制上の措置不足

－大都市の事務配分の特例－

地方自治法２５２条の１９の規定に基づくもの（１９項目）

その他の法令に基づくもの

特例経費にかかる税制上の措置不足額（平成１９年度
（２００７）

大阪市予算）

大都市では、地方自治法に基づき、府県が行うこととされている事務の

ほか、道路法に基づく国・府道管理事務なども行っています。これらに

要する一般財源のうち、税制上の措置がなされているのは、大阪市では

約２割にすぎません。

・児童福祉 ・母子家庭 ・精神保健

・民生委員 ・老人福祉 ・結核予防

・身体障害者福祉 ・母子保健 ・都市計画

・生活保護 ・障害者自立支援 ・土地区画整理事業

・行旅病人・死亡人 ・食品衛生 ・屋外広告物規制

・社会福祉事業 ・墓地埋葬等規制

・知的障害者福祉 ・環境衛生規制

・国・府道管理 ・道府県費教職員の任免研修

・衛生研究所 ・そ の 他

・定時制高校人件費

特例経費一般財源所要額
５７２億円

同左税制上の
措置

地方自治法に基づくもの→ ２０３億円

４２４億円
税制上の
←
措置不足額環境科学

研究所
�
�
	
�



→
定時制高校
人件費等

１１４億円

その他の
法令に基

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


づくもの

国・府道の
→

管理

２５５億円
１４８億円
（２５．９％）

税制上の
←措置済額
（道路特定財源）

－１０－




